
肉豚生産者要件審査申請書

独立行政法人農畜産業振興機構　理事長　殿

１　要件審査申請者

フリガナ

申請者の
氏名又は名称

所在地 経営形態
□　肥育経営

☑　一貫経営

２　要件等の確認

注：

３　登録に当たっての確認事項等

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

申請年月日　　　　令和○年○月○○日

　畜産経営の安定に関する法律（昭和36年法律第183号。以下「法」という。）第3条第1項に規定する交付金の交付の対象となる肉豚の生産者として登録を受けたいので、肉豚
経営安定交付金交付要綱（平成30年12月21日付け30農畜機第5241号）の規定に基づき、下記１及び２のとおり要件審査を申請します。また、生産者として登録された場合に必
要となる事項について、下記４～９のとおり併せて報告します。

記

登録生産者ID

本申請書の「３登録に当たっての確認事項等」の「⑦交付金の交付等に係る個人情報の取扱い」を確認の上、同意すること。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなっ
た日から5年を経過していない者（以下「暴力団員等」という。）又は暴力団員等がその事業活動を支配する者に該当しないこと。

①会社にあっては、資本金の額若しくは出資の総額が3億円を超えない、又は、常時使用する従業員の数が300人を超えないこと。
②農業協同組合及び農業協同組合連合会にあっては、農業協同組合法（昭和22年法律第132号）第11条の51に規定する農業経営規程
を定めていること。また、初めて要件審査を申請する農業協同組合及び農業協同組合連合会にあっては、農業経営規程を提出するこ
と。
③独立行政法人、学校法人、宗教法人、試験研究機関、地方公共団体並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会（農業経営規程
を定めている者を除く。）に該当しないこと。

肉豚を販売する目的で、肉豚の肥育を業として行っていること。 また、初めて要件審査を申請する肉豚生産者にあっては、前年度の肉
豚の販売を証する書類又は肉豚の肥育を業として開始したことがわかる書類を提出すること。
　※別添「飼養農場リスト」を提出すること。

肉
豚
の
生
産
者

　　　カブシキガイシャノウチクサンギョウ

　株式会社農畜産業

代表者の役職名
※組織・法人による申請の

場合に記入
代表取締役

フリガナ ノウチク　ジロウ

代表者の氏名
※組織・法人による申

請の場合に記入
農畜　次郎

（〒　１０６　－　８６３５　）

　　東京都港区麻布台 ○○－○○

要件項目

登録生産者又は法人の事業活動を支配する者が、法その他関係法令の規定に違反したために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受ける
ことがなくなった日から3年を経過しない者に該当しないこと。また、これに該当することが明らかになった場合には、速やかに機構に報告すること。この場合には、登録の取
消しを受けるとともに交付金の交付がされないこと又は既に交付した交付金の一部若しくは全部を返還すること。

要件審査申請書に記載した内容に変更が生じた場合には、速やかに機構に報告すること。

生産者の要件を満たしていることの確認に必要な書類（登記事項証明書（履歴事項全部証明書）、株主構成に関する書類、農業経営規程など）は、機構が求めた場合はこ
れに応じ、遅延なく提出すること。

以下に記載された交付金の交付等に係る個人情報の取扱いに同意すること。

獣医師法（昭和24年法律第186号）、家畜商法（昭和24年法律第208号）、家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号）、と畜
場法（昭和28年法律第114号）、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成2年法律第70
号）、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成11年法律第112号）、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法（平成15年法律第72号）を含む畜産経営
に関連する法令

登録生産者は、肉豚経営安定交付金交付要綱の規定に基づき交付金の交付等の円滑な実施に努めるものとし、この交付要綱の規定に従わなかった場合（虚偽の申請をし
た場合を含む。）には、登録を取り消されることがあること。また、この交付要綱に定める生産者の要件に合致しないことが明らかになった場合には、登録の取消しを受けると
ともに交付金の交付がされないこと又は既に交付した交付金の一部若しくは全部を返還すること。

負担金納付後、期日までに販売の報告をしなかった場合には、交付金（積立金から支払われる額を含む。以下同じ。）の交付がされないこと、また、登録の取消しとなった場
合（登録生産者からの申出による場合を除く。）には、納付後の負担金は返還されないこと。

登録生産者又はその法人の役員等（代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団員等でないこと。また、暴力団員等であることが明らかに
なった場合には、速やかに独立行政法人農畜産業振興機構（以下「機構」という。）に報告すること。この場合には、登録の取消しを受けるとともに交付金の交付がされない
こと又は既に交付した交付金の一部若しくは全部を機構に返還すること。

⇒　裏面へ続く

環境負荷低減チェックシートを提出することに努めること。

前業務対象年間において登録の取消しを受けてから3年を経過しない者（登録の取消しを申し出て、取消しを受けた者を除く。）に該当し
ないこと。

法その他関係法令注の規定に違反したために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなっ
た日から3年を経過しない者に該当しないこと。

左記の要件項目全てに該当し、
制度参加に係る要件を満たす場合は、
以下のチェック欄に✔をご記入ください。

☑

機構は、法第3条第1項の規定により行う交付金の交付のために、登録生産者から提出された肉豚生産者要件審査申請書等に記載された個人情報について関係法令

に基づき適正に管理し、交付に係る交付事務及び経営安定に関する業務のために利用します。

また、機構は、関係法令に基づく提供のほか当該交付金の交付のため、肉豚生産者要件審査申請書等に記載された内容を登録生産者の関係する次の関係機関（注）

に必要最小限度内において提供又は確認する場合があります。

注：農林水産省、都道府県、市町村、機構の業務委託先、事務手続委託先（委託を行っている場合）、その他負担金を納付する者

（別紙様式第１号）

機構は、法第3条第1項の規定により行う交付金の交付のために、登録生産者から提出された肉豚生産者要件審査申請書等に記載された個人情報について関係法令

に基づき適正に管理し、交付に係る交付事務及び経営安定に関する業務のために利用します。

また、機構は、関係法令に基づく提供のほか当該交付金の交付のため、肉豚生産者要件審査申請書等に記載された内容を登録生産者の関係する次の関係機関（注）

に必要最小限度内において提供又は確認する場合があります。

注：農林水産省、都道府県、市町村、機構の業務委託先、事務手続委託先（委託を行っている場合）、その他負担金を納付する者

機構は、法第3条第1項の規定により行う交付金の交付のために、登録生産者から提出された肉豚生産者要件審査申請書等に記載された個人情報について関係法令

に基づき適正に管理し、交付に係る交付事務及び経営安定に関する業務のために利用します。

また、機構は、関係法令に基づく提供のほか当該交付金の交付のため、肉豚生産者要件審査申請書等に記載された内容を登録生産者の関係する次の関係機関（注）

に必要最小限度内において提供又は確認する場合があります。

注：農林水産省、都道府県、市町村、機構の業務委託先、事務手続委託先（委託を行っている場合）、その他負担金を納付する者

申請年月日は養豚経営課に相談後、記入してください。

法人の者は、登記住所を記入 個人の者は自宅住所または農場住所を記入

記載内容に訂正がある場合は、訂正部分に二重線を引き、

欄外に正しい情報を記入してください。

以下の内容について、よく確認してください。

参加要件を確認後、

チェック欄に“✓”を記入

××－××
該当する方のいずれかにチェック

記載不要

記載例　１



４　負担金の納付方法

注：

５　交付金の交付方法

注1：
   2：

3：

（振込口座情報）

預金種別

支店名 口座番号

６　連絡先

FAX

携帯電話

７　郵便物送付先（１の所在地とは異なる場所に機構からの郵便物の受取を希望する者のみ記入）

８　法人の概要（会社（合同・合名・合資会社、株式会社、特例有限会社（有限会社））のみ記入）

注１：雇用契約の有無に基づく従業員を指し、正職員、嘱託、パート、アルバイトが該当します。事業主、役員は解雇予告を必要としないため、該当しません。

注２：初めて要件審査を申請する場合には、申請する法人の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本の写し)、株主名簿等、株主の名称等を証する書類を添付してください。

注３：株主の名称等に全ての株主が記入できない場合、別紙に記入し添付してください。

９　事務手続委託先（要件審査のための手続等について、要件審査申請者以外の者に委託する者のみ記入）

フリガナ

委託先の氏名
又は

法人名

電話番号

交付金の交付方法
（前業務対象年間では、○○○○を選択しています。）

□　一括払での交付 □　概算払での交付
（※注1、2を確認）

交付額が１００円未満の場合の交付方法
（前業務対象年間では、○○○○を選択しています。）

□　繰延べを希望しません □　繰延べを希望します
（※注3を確認）

負担金の納付方法
（前業務対象年間では、○○○○を選択しています。）

□　自動引落
□　代行納付
（※注を確認）

□　振込

「代行納付」とは、事務手続委託先が申請者に代わって機構に負担金を納付する方法です。

フリガナ

口座名義

電話

概算払での交付は、一括払での交付に比べ交付を早期化するもので、肉豚販売確認申出書の早期提出を条件に見込みの交付額で交付し、交付額が確定した後、見込みとの差額が支払われます。
概算払での交付を選択した者であっても、肉豚販売確認申出書の早期提出がなかった場合には、概算払での交付を行えないことになります。
交付額が100円未満の場合の交付方法について繰延べを希望する者には、次回以後の交付に合わせて交付します。

金融機関名 　

店番号

資本金の額又は出資の総額（千円） （千円） 常時使用する従業員注１の数（人） （人）

eメールアドレス

住所
（所在地と異なる場合）

（〒　　　　　　－　　　　　　　）

④常時使用する従業員注１の数（人）
(③資本の額が3億円を超える場合のみ記入)

（　　　　％） （千円） （人）

eメールアドレス

事務
手続
委託
先

委託先ＩＤ

一般社団法人○○協会

農畜　次郎 　　　　　　　　　　　100株　　　　　（　10％） 100　　　（千円） （人）

（　　　　％） （千円） （人）

（　　　　％） （千円） （人）

株主の名称等（株主のうち法人格を有する者について記入）

①株主の名称 ➁保有株式数（構成割合） ③資本の額（千円）

負担金の納付方法を選択し、いずれか１つにチェック

交付金の交付方法を選択し、どちらかにチェック

（年度の途中で変更することはできません。）

交付額が１００円未満の場合の交付方法を選択

し、どちらかにチェック

○○銀行 普通預金

７７７ △△支店 ０１２３４５６

株式会社農畜産業 代表取締役 農畜 次郎

カブシキガイシャノウチクサンギョウ ダイヒョウトリシマリヤク ノウチク ジロウ

フリガナの記載忘れにご注意ください。

口座番号については、頭に０がつく場合も

省略せず７桁で記入してください。

01-2345-6789 02-3456-7890

090-2345-6789noutikusangyou@aa.bb.cc

１００ ８９５０

東京都千代田区霞が関○－○

書類の送付先が「所在地」の住所

と異なる場合のみ記入

申請等事務手続を他者に委託する場合は、以下に記入↓

７７７

イッパンシャダンホウジン○○キョウカイ

987-654-3210 kyokai@dd.ee.ff

↓会社（合同・合名・合資会社、株式会社、特例有限会社（有限会社））のみ記入

10015,000
※単位に注意

資本金1,500万円⇒15,000千

株式会社札幌養豚場 3,000株 20 300,000 30

1,500株 10 15,000有限会社鹿児島農場

1,500株 10 5,000有限会社那覇養豚

「③資本の額」が３億円を超える

場合のみ記入してください。

③に記入する資本金の額は

①株主の資本金額を記入ください

株主が個人の場合、記入不要です。



（別添）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

注１：

注２：

飼養農場名 預託農場 農場住所

登録生産者ID

飼養農場リスト

令和　　　　年　　　　月　　　　日

麻布台農場 東京都港区麻布台×－×

霞が関農場 東京都千代田区霞が関×－×

株式会社札幌養豚場 北海道札幌市中央区○－○

有限会社鹿児島農場 鹿児島県鹿児島市○－○

那覇　次郎 沖縄県那覇市△－△

飼養農場とは、登録生産者が交付対象とする肉豚が飼養されている農場全てを指し、預託（他者に肉豚
の飼養管理を委託すること）を受け、登録生産者所有の肉豚を飼養する農場である預託農場も含む。

預託農場の場合は、預託農場欄に○印を記入すること。

・「飼養農場名」には、交付対象となる肉豚が飼養されている農場名を

ご記入ください。

※預託（他者に肉豚の飼養管理を委託すること）農場も含みます。

・預託農場の場合は、「預託農場」欄に○印をご記入ください。

・個人の場合はフルネーム、法人の場合は法人の種類（株式会社○○、

××有限会社等）まで正しくご記入ください。

記載不要

申請年月日は養豚経営課に相談後、記入してください。

記載例　２



株主の名称 金額 株数

合計 円 株

出資比率（令和  年  月  日現在）
法人名：株式会社農畜産業

記載例 ３ 株主構成がわかる書類（株主名簿等、株主の名称等を証する書類）がない場合は、

任意様式をご利用ください。

※ 申請年月日記入前に養豚経営課までご連絡ください。



独立行政法人農畜産業振興機構　理事長　殿

記

１　申請者

２ 事業対象頭数等について

① 前年度、事業対象頭数の変更承認を受けた者である　□受けている　□受けていない
注：変更承認を受けている者のうち、今年度も変更を継続する者は「事業対象頭数変更承認申請書」を提出ください。

②

（四半期ごとの頭数）

注1：
注2：
注3：
注4：

注5：

③

事業対象頭数等承認申請書　（令和　年度）

申請年月日　　　　令和　　　年　　　月　　　日

　事業対象頭数及びその四半期ごとの頭数の承認を受けたいので、肉豚経営安定交付金交付要綱（平成３０年１２月２１日付け３０農畜機第５２４１号）の規定に基づき、こ
の旨を下記のとおり申請します。

登録生産者ID

フリガナ

登録生産者名

所在地

（〒　　　　　　　　－　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都道　　　　　　　　　　　　　　　　市区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　府県　　　　　　　　　　　　　　　　町村

事業対象頭数及び四半期ごとの頭数

事業対象頭数
（右の上限以下の頭数をご記入ください）

頭

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

頭 頭 頭 頭

承認を受けたい事業対象頭数及び四半期ごとの頭数をご記入ください。
交付金（積立金からの支払われる額を含む。）の交付の対象となる肉豚は種豚以外の豚をいい、当該交付金の交付を受けようとする者に損益が帰属するものに限りま
す。
原則、承認を受けた事業対象頭数は変更することはできませんのでご注意ください。
災害、火災、家畜伝染病（家畜伝染病予防法第2条第1項に規定する家畜伝染病）、豚舎の建て替えその他やむを得ない事情により、同交付要綱第4の2の（6）のただし書
の規定に基づき事業対象頭数を変更した場合は、その変更前の事業対象頭数が記載されています。
前年度において事業対象頭数の変更承認を受けた者は変更前の事業対象頭数が記載されています。今年度に引き続き変更をする者は、当該事業対象頭数の承認の
あった日から原則1か月以内に手続を行ってください。

飼養農場都道府県別事業対象頭数及び四半期ごとの頭数

飼養農場
都道府県名 事業対象頭数

四半期ごとの頭数
母豚数

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

頭 頭

頭 頭 頭 頭 頭 頭

頭 頭 頭 頭

頭

頭 頭 頭 頭 頭 頭

頭 頭 頭 頭 頭

頭

頭 頭 頭 頭 頭 頭

頭 頭 頭 頭 頭

頭

頭 頭 頭 頭 頭 頭

頭 頭 頭 頭 頭

頭

第1四半期＋第2四半期＋第3四半期＋第4四半期

（別紙様式第５

事業対象頭数の上限

・年度を記入してください

・申請年月日は養豚経営課に相談後、記入してください

登録生産者名、所在地を記入してください

生産者として登録の承認を受けた日以降の
販売見込頭数（計）

記載不要

記載例　４

生産者として登録の承認を受けた日以降の販売見込頭数
 
※四半期の内訳は出荷計画に合わせて任意で割振りください
※母豚数も記入してください 

東京都
 
北海道
 
鹿児島県
 
沖縄県 

20,000　　　　　　　　　　　　200　　　　1,000　　　8,000　　　10,800

500
 
2,500
 
10,000
 
7,000 

10
 
90
 
50
 
50 
 

200
 
200
 
500
 
100
 

200
 
800
 
5,000
 
2,000 

　90
 
1,410
 
4,450
 
4,850
 
 

0
 
0
 
500
 
300
 



記載例　●口座振替依頼書

複写用紙のため、記入の必要はありませんが ご自身で保管する控えのため、機構への送付は不要です

機構で保管するため送付ください

【３枚目】機構へ送付×

ゆうちょ以外の金融機関

【1枚目】機構へ送付○ 【２枚目】機構へ送付○

機構から郵送します

０ １ ２ ３ ４ ５ ６

０から始まる場合でも、

7桁記入が必要です

要件審査申請書に記載した振込口座情報と

一致するよう記入ください

カブシキガイ シャ ノウチクサンギ ョウダ イヒ ョ ウト リ シマリ ヤクノ

ウチクサンジロウ

フリガナが入りきらない場合は、

欄外に記入ください

株式会社農畜産業 代表取締役 農畜次郎

○○ △△

届出印



記載例　●口座振替依頼書　ゆうちょ銀行

【1枚目】機構へ送付○
複写用紙のため、記入の必要はありませんが ご自身で保管する控えのため、機構への送付は不要です

機構で保管するため送付ください

【２枚目】機構へ送付○ 【３枚目】機構へ送付×

　機構から郵送します

ゆうちょ銀行の場合、振込口座と引落口座の記入する番号が異なります。

振替依頼書には、通帳に記載されている記号、番号を記入ください。

カブシキガイ シャ ノウチクサンギ ョウダ イヒ ョ ウト リ シマリ ヤクノ

ウチクサンジロウ

フリガナが入りきらない場合は、

欄外に記入ください

株式会社農畜産業 代表取締役 農畜次郎
届出印

記号 番号

103350 0123451

おなまえ

ノウチク タロウ様

株式会社ゆうちょ銀行


